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注意事項 

・ 高齢者の見守りを目的とした事業のため、お弁当は利用者本人へ直接手渡しとなります。 

玄関先へ置いておく等の対応はできません。 

・ 助成の対象となるお弁当は、普通食（ごはんとおかず）のみです。治療食やおかずのみのお

弁当は対象になりません。 
 

     小樽市ホームページから申請書類をダウンロードできます。 

 

 

小樽市福祉保険部福祉総合相談室 

電話 0134-32-4111 内線 313  FAX 0134-33-1128 

〒047-8660 小樽市花園２丁目１２番１号 

給食サービス事業 

栄養バランスの取れたお弁当を配食業者等（小樽市が委託した業者や小樽市社会福

祉協議会のボランティア）がお届けし、安否確認をします。その際に異常を見つけた場合は

緊急連絡先に連絡等を行います。 

サービスの内容 

・65 歳以上の単身高齢者 

・高齢者のみの世帯の方 

・上記に準ずる方 

対象者 

週に１食、配食費用の一部を助成します。 

自己負担額については配食業者により異なりますの

で、裏面をご覧ください。 

助成内容 

① 小樽市独居高齢者等給食サービス事業申請書を小樽市へ提出します。 

（郵送や配食業者等を通じて提出することもできます。） 

② 利用が決定した場合は、小樽市から配食業者等へ連絡します。 

③ 配食業者等から本人へ連絡があり、サービスを開始します。 

 

※ 利用内容を変更したい場合は、事前に利用変更届出書を提出してください。 

※ 利用をやめる場合は、10 日前までに利用廃止申出書を提出してください。 

申請及び助成の決定 

 

小樽市 給食サービス 



配食業者一覧 

 事業者による配食 ボランティア配食 

業者名 おーしゃんず・キッチン 宅配クック１２３ 小樽市社会福祉協議会 

住 所 真栄１丁目20 番36 号 築港８番４号 
築港11 番1 号 ウイングベイ小樽1 番街4 階 

小樽市総合福祉センター内 

連絡先 ３４－２１３０ ６４－７５１１ ２３－７８４７ 

曜 日 

昼 ・ 夜 

日曜日～土曜日 昼食 又は 夕食 

（1/1～1/3 は除く） 

日曜日～土曜日 昼食 又は 夕食 

（1/1～1/3 は除く） 

金曜日 夕食のみ 

（12/29～1/3 及び蘭島地区の 8 月を除く） 

配達地域 小樽市内全域 小樽市内全域 
配食ボランティアのいる地区及び地域の拠点（詳細は

小樽市社会福祉協議会までお問い合わせください） 

配達時間帯 

（目安） 

昼食  9：30～12：30 

夕食 13：30～18：00 

注）時間指定はできません 

昼食  9：30～12：00 

夕食 13：00～17：00 

注）時間指定はできません 

夕食 15：30～17：00 

注）昼食はありません 

注）時間指定はできません 

金 額 
自己負担額 300 円 

(1 食680 円の内380 円が助成されます) 

自己負担額 300 円 

(1 食685 円の内385 円が助成されます) 

自己負担額 300 円 

(1 食650 円の内350 円が助成されます) 

自己負担額の 

支払い方法 

①現金払（毎回又は月末にまとめて） 

②指定口座に振込み 

①現金払（毎回又は月末締め翌月まとめて） 

②指定口座に振込み 
現金払（毎回） 

容 器 回収タイプ又は使い捨てタイプを選択 使い捨てタイプのみ 使い捨てタイプのみ 

特 色 

・道産品を仕入れ、自社（真栄）工場

で調理して提供しています。 

・管理栄養士による栄養バランスにこだわ

ったお弁当です。 

・飽きのこない日替わりメニューで、健康にも配

慮した献立を作成しています。 

・全国 300 店舗以上の信頼と実績がありま

す。 

・栄養バランスが取れ季節感を考慮した味覚に加えて、

色彩を豊かに、都度必要な食材を仕入れることにこだ

わった新鮮なお弁当です。 

・シェアリング和光がお弁当を作り、地区のボランティアが

お届けすることや、地区の拠点にお弁当を取りに来ても

らうことで安否確認を行います。 

（注）詳細は各配食業者にお問合せください。 


